
 

 

 

【働くものと県民のための静岡県労働研究所】 

 

10 月19 日（木）   
会場：静岡県評会議室 

 

 

第 124 回定例研究会      だれでも参加できます      

全国チェーン店 

時給調査は何を示すか 
報告：中澤 秀一 氏（静岡県立短期大学准教授）  
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      静岡県労働研究所  TEL 054-287-1293 FAX 054-286-7973 

メール roudouadv@wave.wbs.ne.jp  ホームページ http://www.geocities.jp/shizuokarouken/ 

これからの企画 

◆第 125 回定例研究会 

日時…11月 16 日(木) 午後 6：30～ 

     於：静岡県評会議室 

「静岡市呉服町商店街の 

10 年前と今」 
 瀬川るみ 氏（静岡県商連事務局長）

 

◆ウィンターセミナー 

日時…12月 17 日(日) 午前 10：00～ 

静岡労政会館 視聴覚室 

「コミュニティ・オーガナイジング

ワークショップ」 

天池洋介 氏 

（岐阜青年ユニオン委員長） 

 

◆第 126 回定例研究会 

日時…1月 18 日(木) 午後 6：30～ 

 

 

18：30～ 

都道府県によって時給額に大きな差 

最低生計費調査とは、普通の生活を送るために必要な

費用＝「支出」部分を明らかにする調査であったのに対

して、今回の「全国チェーン店募集時給一斉調査」は、

パート労働者やアルバイトなどの非正規労働者の「収入」

の実態を明らかにする調査である。 
本調査では、 
①賃金が最低生計費を満たすに十分な水準か、 
②ほぼ同じ業務を行っている労働者の賃金に都道府 
県ごとの格差があるか否か 
を明らかにすることを主な目的としている。 
調査の結果、①全国チェーン店の募集時給は、最低賃

金の影響を強く受けていること（つまり、最低生計費に

満たない水準であること）、②同じチェーン店でも、都道

府県によって時給額に大きな差があること等が明らかに

なっている。 


